
【ルート選定について】 

【コントロールポイント】 

①県道４５号（丸子中山茅ヶ崎）に藤沢市道遠藤宮原線とのＴ字交差点（宮原南交差点）に取り付ける 

②藤沢市宮原地区にて開発された箇所を固定する 

③積極的に農業を営んでいる耕地整理地区（昭和６１年）の接触をできる限り避ける 

④都市計画施設寒川町リサイクルセンターへの接触を避ける 

⑤一級河川目久尻川の渡河角度は６０度以上確保する（河川構造令による） 

⑥寒川町倉見大村地区第一種住居地域は、最近の宅地分譲で住宅が建築中で、抵触しないよう要望もあることから抵触及び分断を避ける 

⑦農振農用地の分断を最小限にしできる限り一級河川目久尻川に近づける 

⑧幹線町道との交差点はできる限り直角に近い交差角となるようにする 

⑨寒川町宮山地区の既存集落（調整区域）のコミュニティの分断を避ける 

⑩寒川町旭小学校及び北部公民館への影響を考慮し離隔をできる限り確保する 

⑪寒川町旭保育園からの離隔をできる限り確保する 

⑫サギの生息地（サギコロニー）からの離隔をできる限り確保する 

⑬さがみ縦貫道路寒川北 IC に直結する 
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